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議 案 第 ８ 号 

 

平成３１年度生駒市病院事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 平成３１年度生駒市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1） 病床数（許可）  一般病床 ２１０床 

（2） 主要な建設改良事業 

  高気圧酸素治療室整備工事  

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収 入 

第１款 病院事業収益 ６０５，６８６千円 

第１項 医業収益 ８７，８６３千円 

第２項 医業外収益 ５１７，８２３千円 

支 出 

第１款 病院事業費用 ５２０，４１３千円 

第１項 医業費用 ４８９，８０３千円 

第２項 医業外費用 ２９，６１０千円 

第３項 予備費 １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額３９５，１９８千円は、過年度分損益勘定留保資金３８，０７３

千円及び当年度分損益勘定留保資金３５７，１２５千円で補てんするものとする。）。 

収 入 

第１款 資本的収入 ２,４２４，１８８千円 

第１項 企業債 ３１，４００千円 

第２項 負担金交付金 ２４２，７８８千円 

第３項 他会計からの長期借入金 ２,１５０，０００千円 

支 出 

第１款 資本的支出 ２,８１９，３８６千円 

第１項 建設改良費 ３１，４１０千円 

第２項 企業債償還金 ９８２，９７６千円 

第３項 長期借入金償還金 １,８００，０００千円 

第４項 予備費 ５，０００千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事  項 期  間 限 度 額 

病院用地借上料 

（その２） 

平成３１年度から 

平成５３年度まで ４９,５９４千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

病院施設 

整備事業 

千円 

３１，４００ 

証書借入 

又  は 

証券発行 

5.0％以内

(ただし、利率

見直し方式で

借り入れる場

合について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率) 

政府資金について

はその融資条件に

より、銀行その他の

場合にはその債権

者と協定するもの

とする。ただし、企

業財政の都合によ

り据置期間及び償

還期限を短縮し、若

しくは繰上償還又

は低利に借換える

ことができる。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

(1) 職員給与費 ２１，２２３千円 

 （他会計からの補助金） 

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３，１７４千円である。 
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平成３１年３月５日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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